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みとよくらしのおしらせ
Information' s

国民年金のお知らせ

行政相談月間です 全国家計構造調査を実施します

児童手当の対象者が拡充されます一般社団法人 みとよ交通システム事業団M
ミ ラ イ ズ

iLAISを設立しました

▼申し込み・問い合わせ　市民課　　　　　　 ☎ 73–3005　　　
善通寺年金事務所　 ☎ 0877–62–1662

▼問い合わせ　総務課　☎ 73–3000 ▼問い合わせ　地域戦略課　☎ 73–3011

▼申し込み・問い合わせ　子育て支援課　☎ 73–3016▼問い合わせ　地域戦略課 ☎ 73–3011

児
童
手
当
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、

10
月
分（
12
月
支
給
）か
ら
支
給
対
象
が
拡

充
さ
れ
ま
す
。
改
正
に
伴
い
、申
請
が
必

要
な
人
に
は
、10
月
上
旬
ま
で
に
申
請
案

内
を
郵
送
し
ま
す
。

交
通・移
動
手
段
の

課
題
解
決
を
め
ざ
し
ま
す

昨
今
の
人
口
構
造
の
変
化
、
さ
ら
に

は
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
の
影

響
で
、
移
動
困
難
者
の
増
加
や
交
通
・

移
動
ニ
ー
ズ
の
高
度
化
が
進
み
、
地
方

の
生
活
に
お
け
る
移
動
は
、
重
要
な
位

置
付
け
と
な
っ
て
い
ま
す
。

地
域
住
民
や
来
訪
者
に
適
し
た
交

通
・
移
動
な
ど
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
（
※
）

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
支
援
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、
全
て
の
人
が
「
行
き
た
い

と
き
に
、
行
き
た
い
と
こ
ろ
へ
、
行
け

る
ま
ち
」
の
理
念
を
享
受
し
、
持
続
す

る
ま
ち
で
、
豊
か
に
幸
せ
に
暮
ら
し
続

け
ら
れ
る
よ
う
に
取
り
組
み
ま
す
。

※
モ
ビ
リ
テ
ィ
…
交
通
手
段
や
移
動

手
段
の
こ
と

新
た
に
申
請
が
必
要
な
人

	・
所
得
制
限
に
よ
り
、
現
在
は
受
給
し
て
い
な

い
人

	・
高
校
生
年
代
以
上
の
子
ど
も
の
み
を
養
育
し

て
お
り
、
現
在
は
受
給
し
て
い
な
い
人

	・
大
学
生
年
代
を
含
む
３
人
以
上
の
子
ど
も
を

養
育
し
て
い
る
受
給
者

	・
算
定
対
象
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
高
校
生
年

代
の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
受
給
者

※
受
給
者
…
現
在
、
児
童
手
当
ま
た
は
特
例
給

　
　
　
　

付
を
受
け
取
っ
て
い
る
人

※
他
市
に
住
民
票
が
あ
る
子
ど
も
を
監
護
し
て

い
る
な
ど
、
10
月
上
旬
ま
で
に
書
類
が
届
か

な
い
場
合
は
、
子
育
て
支
援
課
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

受
給
資
格
者

支
給
対
象
を
養
育
す
る
父
母
な
ど
の
う
ち
、

所
得
が
高
い
人

※
施
設
・
里
親
で
養
育
し
て
い
る
人
は
、
子
育
て

支
援
課
ま
で
個
別
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
受
給
資
格
者
が
公
務
員
の
場
合
は
、
勤
務
先
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
受
給
資
格
者
が
市
外
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る

場
合
は
、
住
民
票
が
あ
る
市
町
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

家
計
に
お
け
る
消
費
、
所
得
、
資
産

お
よ
び
負
債
の
実
態
を
総
合
的
に
把
握

し
、
世
帯
の
所
得
分
布
お
よ
び
消
費
の

水
準
、
構
造
な
ど
を
全
国
的
お
よ
び
地

域
別
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
全
国
家
計
構
造
調
査
を
実
施
し

ま
す
。

統
計
調
査
員
証
を
携
帯
し
て
い
る
調

査
員
が
調
査
を
お
願
い
す
る
世
帯
に
伺

い
ま
す
の
で
、
調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解

い
た
だ
き
、
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
統
計
調
査
に
よ
り
集
め
ら
れ

た
個
人
情
報
は
厳
重
に
保
護
さ
れ
、
統

計
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
利
用
目
的
以

外
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

調
査
対
象
期
間
　
10
〜
11
月

行
政
に
関
す
る
困
り
ご
と
を

ご
相
談
く
だ
さ
い

「
困
っ
て
い
る
」「
ど
こ
に
相
談
し
た

ら
い
い
か
分
か
ら
な
い
」「
〇
〇
し
て
ほ

し
い
」
な
ど
、
役
所
の
手
続
き
や
行
政

サ
ー
ビ
ス
で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？

ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も
、
ま
ず
は

身
近
な
行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

今
月
の
行
政
相
談
の
日
程
は
、17
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間・

納
付
猶
予
期
間
が
あ
る
皆
さ
ん
へ

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
、
納
付
猶
予
、

学
生
納
付
特
例
を
受
け
た
期
間
が
あ
る
と
、

保
険
料
を
全
額
納
め
た
と

き
に
比
べ
、
老
齢
基
礎
年

金
の
年
金
額
が
少
な
く
な

り
ま
す
。

年
金
額
を
増
や
す
た
め

に
、
こ
れ
ら
の
期
間
の
保

険
料
は
、
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を
満
た
し
て
い

な
い
人
や
満
額
受
給
で
き
な
い
人
は
、60
歳
を

過
ぎ
て
も
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

任
意
加
入
条
件 （
全
て
を
満
た
す
こ
と
）

	・
国
内
に
住
所
を
有
す
る
60
歳
以
上
65
歳
未

満
の
人

	・
繰
り
上
げ
支
給
を
受
け
て
い
な
い
人

	・
保
険
料
の
納
付
が
４
８
０
月
未
満
の
人

	・
厚
生
年
金
保
険
、
共
済
組
合
な
ど
に
加
入

し
て
い
な
い
人

※
受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
65
歳

以
上
70
歳
未
満
の
人
、
国
外
に
居
住
す
る

日
本
人
で
20
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
も
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

各
申
し
込
み
方
法

基
礎
年
金
番
号
が
分
か

る
書
類
、
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の
、（
任
意
加
入

希
望
者
は
、
通
帳
、
金
融

機
関
届
出
印
も
）
を
持
っ

て
、
市
民
課
、
各
支
所
ま

た
は
年
金
事
務
所
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

お知らせお知らせ

10月分（12月支給）から7月29日（月）設立 

９～10月は

〈月額〉
9月分（10月支給）まで

3 歳未満 15,000 円 •	所得制限によ
り特例給付は
5,000円
•	所得上限越え
は支給なし

3 歳～小学生
10,000 円
第 3子以降は
15,000 円

中学生 10,000 円
高校生年代 なし

第 3 子以降の
算定対象

18 歳の年度末まで
(高校生年代 )

所得制限 あり
支給月 年 3回（2月・6月・10月）

〈月額〉
10月分（12月支給）から

3 歳未満 15,000 円

第 3子以降は
30,000 円

3 歳～小学生
10,000 円中学生

高校生年代

第 3 子以降の
算定対象

22 歳の年度末まで (大学生年代 )
※進学・就職を問わず、経済的
　負担があれば対象

所得制限 なし
支給月 年 6回（偶数月）

くらしお知らせ

くらし

拡充後拡充前

申請はお早めに! !

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る

無
料
出
張
年
金
相
談  （
要
予
約
）

●
日
時

９
月
11
日（
水
）		

午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
場
所

危
機
管
理
セ
ン
タ
ー

●
内
容

年
金
相
談
や
年
金
請
求
・
各
種
手
続
き
の

受
け
付
け

●
持
ち
物

基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
書
類
、相
談

者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

	

※
代
理
人
の
場
合
は
、委
任
状
お
よ
び

　

代
理
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

▲

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
高
松

☎
０
８
７
・
８
１
１
・
６
０
２
０

申
請
完
了
日

支
給
予
定
日

10
月
31
日（
木
）ま
で

12
月
定
期
支
給
日

（
10
月
分
か
ら
支
給
）

令
和
7
年

3
月
31
日（
月
）ま
で

直
近
の
支
給
日

（
さ
か
の
ぼ
っ
て

	

10
月
分
か
ら
支
給
）

令
和
7
年

4
月
1
日（
火
）以
降

直
近
の
支
給
日

（
申
請
の
翌
月
分
か
ら

		

支
給
）

▲行政相談マスコット
　「キクーン」


